
宅地建物取引業人権推進員制度

府は、宅地建物取引におけるあらゆる人
権問題をなくすため、宅建業者の従業者
を対象に「宅地建物取引業人権推進員」を養成し
ています。人権推進員を設置している店はステッ
カーを掲示しています。
問�府建築振興課�☎06-6210-9734

国民年金手続きの
電子申請ができます

国民年金第1号被保険者の資格取得・種
別変更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例
申請で、マイナポータルを利用した電子申請が可
能です。申請は、マイナンバーカードを使用してス
マートフォンやパソコンで申請書等を作成するこ
とができるため、紙の申請書より簡単です。また、
申請結果もスマートフォン等で確認できます。
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
問�枚方年金事務所�☎846-5011

税の納期限

市・府民税（第2期分）の納期限は9/2㈪です。期限
までに納めてください。
問�税務室�☎892-0121
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住民票の写し等本人通知制度

この制度は、不正請求抑止のため、事前登録により
登録者の住民票や戸籍謄本等を代理人を含む第三
者に交付したときに、交付の事実を本人に通知す
る制度です。外国人住民も利用できます。
事前登録ができる方
▷本市の住民基本台帳・戸籍に記載されている
必要書類
▷�本人申込み　マイナンバーカード（通知カード
を除く）、パスポート、運転免許証等の本人確認
書類
▷�法定代理人申込み　戸籍謄本等その他法定代理
人である資格を証明する書類と本人確認書類
▷代理人申込み　委任状と代理人の本人確認書類
申請窓口　市民課
※郵送申し込み可。申請書は市ホームページ。
通�知内容・方法　住民票写し等の種類、交付日・枚
数を記載した通知書を本人宛てに郵送
問�市民課�☎892-0121

特別障がい者手当・障がい児福祉手当

現在手当を受けている方（経過的福祉手当を含
む）に、8月上旬に所得状況届提出の案内を送り
ます。提出が遅れたり、提出しなかった場合は、手
当の受給が遅れたり、受給できない場合がありま
す。必ず期間中に手続きをしてください。
提出期間　8/13㈫～ 9/11㈬
※�いずれも所得制限があります。施設入所等の要
件により対象外となる場合があります。
特別障がい者手当
対�象　20歳以上で、重度障がいの重複など著しく
重度で永続する身体・知的・精神障がいがあるた
め、日常生活において常時介護が必要な方
支給額　月2万8,840円（年4回支給）
障がい児福祉手当
対�象　20歳未満で、身体または精神に著しく重度
で永続する障がいがあるため、日常生活におい
て常時介護が必要な方
支給額　月1万5,690円（年4回支給）
問�障がい福祉課�☎893-6400

児童扶養手当・特別児童扶養手当

現況届・所得状況届の受付開始
児童扶養手当は8/1㈭から、特別児童扶養手当は
8/9㈮から受付を始めます。受給資格者(支給停
止者も含む)には、受付開始までに通知を送りま
すので、期間内に必ず届け出をお願いします。
児童扶養手当
父母の離婚・死亡・障がい等により、父または母と
生計を同じくしていない児童(18歳になってか
ら最初の3/31までの児童または一定の障がいが
ある場合は20歳未満の児童)を養育する母、監護
し、かつ生計を同じくする父、父母に代わって児童
を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持す
る)方に支給されます。
受給資格がなくなったときは、すぐに届け出をして
ください。未届けのまま手当を受けていると、受給資
格がなくなった日から手当が全額返還となります。
特別児童扶養手当
20歳未満で政令に指定される障がいの状態にあ
る児童を監護する父母(主として生計を維持する1
人)か、父母に代わって児童を養育する(児童と同
居し、監護し、生計を維持する)方が受給できます。
※�障がいの程度・住所・氏名等に変更があった場合
は届け出をしてください。
特別児童扶養手当の定例払いは8/9㈮です。
受給についての制限
両手当とも、公的年金給付との調整や所得、要件等
の制限があります。
問�子育て支援課�☎893-6406

高齢者・障がい者（児）・妊婦等の
外出支援事業の休日受付

平日来庁できない方は、手続きにお越しください。
日時　8/25㈰10:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター 1階
※�交通系ICカードを利用して乗車した電車、バスの
運賃補助を申請する際には利用明細が必要です。
問�福祉総務課�☎893-6400

制度・業務制度・業務
中学生・高校生の税についての作文募集

税への関心・理解を深めてもらうために募集しま
す。優秀作品には賞状と記念品を贈呈します。
作�品の規格　1人1編(作品の返却不可)で、作文
の冒頭に題名・学校名・学年・氏名(ふりがな)
を、末尾に応募者の住所（学校を通じて応募する
場合は不要）を記載

※�優秀作品は学校名・名前等ともに国税庁ホーム
ページ・国税当局広報誌等で広く発表します。

中学生の部
テーマ　税に関すること　文字数　1,200字以内
申込　9/4㈬までに学校を通じて、枚方税務署
高校生の部
テーマ　税の意義と役割について考えたこと
文字数　800～ 1,200字以内
申�込　9/6㈮までに学校を通じて、または直接枚
方税務署

問�枚方税務署�☎804-0251（中学生）、
� ☎804-0250（高校生）

税に関する小学生の習字募集

税に関する習字作品を募集します。優秀作品には
賞状と記念品を贈呈します。
対象　小学生　テーマ　税に関するもの
作�品の規格　半紙を使用し、1人1作品(作品の返
却不可。作品の左側に学校名・学年・氏名を明記)

申�込・問�9/6㈮までに学校を通じて、または直接
枚方税務署�☎804-0250

女性活躍推進優良事業者表彰の
候補事業者

女性がより活躍できるような職場の環
境づくりに取り組む市内事業者を募集します。特
に優れた事業者は表彰し、市HPや広報等で紹介
します。
対�象　市内に本社または主たる事業所を置き、女
性活躍推進に取り組んでいる事業者

申�請書の配布　人権と暮らしの相談課窓口、市
ホームページからダウンロード可

申�込・問�9/30㈪〈必着〉までに所定の申請書とレ
ポート(800字程度、様式自由)を郵送・FAX・E
メールで人権と暮らしの相談課

　〒576-0034　天野が原町5-5-1�☎817-0997�
　 �817-0998　 �kurasi@city.katano.osaka.jp
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